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6. 地域の概況

計画地は、東京都品川区の中部にあたる広町二丁目に位置している。計画地が位置する品川区を対

象に既存資料を収集し、計画地及びその周辺（以下、「調査地域」という。）の地域の概況を調査した。 

6.1 一般項目 

6.1.1 人 口 

調査地域の人口の推移は表6.1-1に、町丁区域は図6.1-1に示すとおりである。 

計画地が位置する広町二丁目の令和2年の人口はない状況である。なお、これは平成28年から

平成31年も同じ状況である。 
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表6.1-1  人口の推移 

単位:人 

区名・町丁名 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 

 品川区 380,293 385,122 390,397 396,996 404,823 

 

北品川二丁目 3,166 3,225 3,220 3,313 3,293 

北品川三丁目 3,509 3,745 3,796 3,751 3,794 

北品川四丁目 1,514 1,699 1,708 1,691 1,685 

南品川一丁目 1,480 1,497 1,509 1,574 1,639 

南品川二丁目 2,020 2,038 2,067 2,077 2,164 

南品川四丁目 4,211 4,267 4,274 4,299 4,330 

南品川五丁目 5,839 5,836 6,021 5,913 6,029 

南品川六丁目 2,816 2,832 2,933 3,022 3,086 

西品川一丁目 3,584 3,580 3,556 4,143 4,309 

西品川二丁目 4,011 3,997 4,118 4,126 4,102 

西品川三丁目 3,005 3,047 3,022 2,946 2,996 

広町一丁目 61 59 53 57 60 

広町二丁目* － － － － － 

大崎一丁目 2,416 2,504 2,561 2,562 2,550 

大崎二丁目 4,011 4,049 4,077 4,142 4,146 

大崎三丁目 3,134 3,125 3,159 3,167 3,225 

東大井一丁目 5,208 5,273 5,295 6,155 6,179 

東大井二丁目 4,258 4,259 4,357 4,336 4,342 

東大井三丁目 4,800 4,823 4,847 4,845 4,805 

東大井四丁目 2,509 2,504 2,499 2,532 2,535 

東大井五丁目 3,845 3,880 3,994 4,045 4,077 

東大井六丁目 1,661 1,677 1,680 1,663 1,668 

南大井四丁目 2,985 3,025 3,006 3,088 3,313 

南大井五丁目 4,871 4,914 4,975 5,072 5,149 

大井一丁目 3,623 3,579 3,603 3,711 4,082 

大井二丁目 2,758 2,730 2,736 2,766 2,757 

大井三丁目 5,225 5,202 5,191 5,232 5,276 

大井四丁目 4,247 4,230 4,200 4,202 4,250 

大井五丁目 4,058 4,141 4,119 4,131 4,159 

西大井一丁目 2,750 2,754 2,773 2,826 2,878 

西大井二丁目 3,478 3,450 3,439 3,333 3,359 

豊町一丁目 2,819 2,917 2,965 2,944 2,929 

豊町二丁目 2,633 2,689 2,695 2,684 2,774 

豊町三丁目 1,422 1,427 1,426 1,429 1,413 

豊町四丁目 2,463 2,450 2,521 2,569 2,561 

二葉一丁目 3,731 3,791 3,796 3,938 3,985 

二葉二丁目 2,160 2,191 2,180 2,207 2,326 

二葉三丁目 2,505 2,560 2,557 2,521 2,499 

注1）各年4月1日現在。 

注2）*：計画地は広町二丁目に位置する。 

注3）「住民基本台帳法」（昭和42年7月法律第81号）が平成24年7月に改正され、外国人住民についても「住

民基本台帳法」の適用対象に加えられた。 

資料:「住民基本台帳による世帯と人口－例月表」（令和2年8月閲覧 品川区ホームページ） 
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 図 6.1-1 町丁区域 
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6.1.2 産 業 

(1) 工 業 

品川区における工業の状況は、表6.1-2に示すとおりである。 

品川区の事業所数及び従業者数は減少傾向にある。また、製造品出荷額等は平成28年から平成

29年は減少しているが、平成30年では増加に転じている。 

表6.1-2  工業の状況 

区名 年次 事業所数 
従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（万円） 

品川区 

平成 28 年 352 5,678 9,705,864 

平成 29 年 322 5,216 9,400,327 

平成 30 年 308 5,178 9,903,392 

注）従業者4人以上の事業所が対象の統計である。 

資料:「2019東京の工業（2019年工業統計調査報告（平成30年実績））」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 

「2017東京の工業（平成29年工業統計調査報告（平成28年実績））」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 

 

 

(2) 商 業 

品川区における商業の状況は、表6.1-3に示すとおりである。 

品川区の商店数及び従業者数は減少傾向にあるが、年間商品販売額は増加傾向にある。 

表6.1-3  商業の状況 

区名 年次 商店数 
従業者数 

（人） 

年間商品販売額 

（百万円） 

品川区 

平成 16 年 5,084 63,725 7,867,885 

平成 19 年 4,441 58,193 6,169,327 

平成 26 年 3,222 54,693 8,663,859 

注）調査時点は、「商業統計調査報告」平成16年6月1日、平成19年6月1日、平成26年7月1日である。 

資料:「商業統計調査報告 東京都 結果報告（平成16年,平成19年,平成26年）」 

（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 
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6.1.3 交 通 

(1) 道 路 

計画地周辺の主な道路は、図6.1-2に示すとおりである。 

計画地の南側には、特例都道鮫洲大山線（区役所通り）が通っている。また、計画地の西側に

は特別区道Ⅱ-3号（区役所通り）が、東側には特別区道Ⅱ-29号（ゼームス坂通り）が通ってい

る。 

「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和2年8月閲覧 東京都ホームペー

ジ）の12時間交通量調査結果は表6.1-4に、調査地点は図6.1-2に示すとおりである。 

平日交通量は7,583～44,281台/12時間、大型車混入率は9.4～26.1％である。なお、計画地に

最も近い調査地点である特例都道鮫洲大山線（地点4）の交通量は7,583台/12時間、大型車混入

率は16.6％である。 

また、交通量の経年変化は、表6.1-5に示すとおりであり、計画地の南側を通る特例都道鮫洲

大山線（地点4）の平成27年度の交通量は、平成17年度から約24％の減少となっている。 

表6.1-4  計画地周辺の交通量（平日：平成27年度） 

地点 調査路線 
交通量（台/12時間） 大型車混入率 

（％） 小型車 大型車 合計 

1 

高速一号羽田線 

（首都高速一号羽田線） 

鈴ヶ森出入口～勝島出入口 

40,112 4,169 44,281 9.4 

2 

高速中央環状線 

（首都高速中央環状線） 

大井JCT～五反田出入口 

23,394 8,250 31,644 26.1 

3 
主要地方道環状六号（山手通り） 

品川区大崎1-17 
13,509 4,085 17,594 23.2 

4 
特例都道鮫洲大山線 

品川区東大井5-13 
6,326 1,257 7,583 16.6 

注1）地点番号は、図6.1-2に対応する。 

注2）交通量は午前7時から午後7時までの12時間交通量を示す。 

資料：「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 

 
表6.1-5  計画地周辺の交通量の経年変化（平日） 

地点 調査路線 

交通量（台/12時間） 

平成17年度 平成22年度 
平成27年度 

（平成17年度比） 

1 

高速一号羽田線（首都高速一号羽田線） 

大田区大森本町一丁目（平成17年度） 

品川区勝島二丁目（平成22年度） 

鈴ヶ森出入口～勝島出入口（平成27年度） 

29,890 41,893 
44,281 

（約 48％増） 

2 
高速中央環状線（首都高速中央環状線） 

大井JCT～五反田出入口（平成27年度） 
－ － 

31,644 

（－） 

3 

主要地方道環状六号（山手通り） 

品川区大崎1-1（平成17･22年度） 

品川区大崎1-17（平成27年度） 

22,725 18,464 
17,594 

（約 23％減） 

4 
特例都道鮫洲大山線 

品川区東大井5-13（平成17･22･27年度） 
9,966 9,311 

7,583 

（約 24％減） 

注1）地点番号は、図6.1-2に対応する。なお、図6.1-2に示す調査地点の位置は平成27年度のものである。 

注2）交通量は午前7時から午後7時までの12時間交通量を示す。 

資料：「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 

       「平成22年度 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査 交通量調査報告書」 

（平成24年3月 東京都建設局） 

       「平成17年度 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査 交通量調査報告書」 

（平成18年10月 東京都建設局） 
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図 6.1-2 

道路網及び交通量調査地点位置図 
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(2) バス路線 

調査地域の主なバス路線は、表6.1-6及び図6.1-3に示すとおりである。 

調査地域には、都バス、東急バス及び京浜急行バスの各路線が通っている。また、計画地南側

の大井町駅周辺には、各路線のバス停が集中している。 

表6.1-6  主なバス路線 

系統 バス会社 起点 主な経由地 終点 

井 92 都バス 大井町駅東口 
八潮パークタウン 

（循環） 
大井町駅東口 

井 96 都バス 大井町駅東口 
天王洲アイル 

（循環） 
大井町駅東口 

井 98 都バス 大井町駅東口 
東京税関大井出張所前 

（平日・土曜のみ） 
大井水産物埠頭前 

品 93 都バス 大井競馬場前 品川駅高輪口 目黒駅前 

渋 41 東急バス 渋谷駅 中目黒駅 
大井町駅 

大崎駅西口 

井 01 東急バス 大井町駅 東急大井町駅 荏原営業所 

井 03 東急バス 大井町駅 大森駅 蒲田駅 

井 05 東急バス 大井町駅 大井五丁目 西大井駅 

井 09 東急バス 大井町駅 大森駅 池上駅前 

井 20 東急バス 大井町駅 （直行） 大井競馬場 

品 94 東急バス 品川駅 大井町駅 蒲田駅 

井 19 京浜急行バス 大井町駅西口 青物横丁駅 レジャーランド平和島 

井 30 京浜急行バス 大井町駅西口 お台場循環 大井町駅西口 

井 32 京浜急行バス 大井町駅西口 東京テレポート駅 大井町駅西口 

資料：「都バス路線案内（令和2年4月1日現在）」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ） 

   「東急バス所管路線図[目黒営業所（平成30年9月8日現在）] 

[荏原営業所（平成30年4月1日現在）] 

             [池上営業所（平成26年4月1日現在）]」 

（令和2年8月閲覧 東急バスホームページ） 

   「京浜急行バス バス路線系統図[大森営業所（令和2年9月1日現在）]」 

（令和2年8月閲覧 京浜急行バスホームページ） 
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 図 6.1-3 主なバス路線図 
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(3) 鉄 道 

調査地域の鉄道路線は、図6.1-4に示すとおりである。 

計画地の南東側には大井町駅があり、JR東海道本線、JR京浜東北線、東京臨海高速鉄道りんか

い線及び東急大井町線が通っている。その他の調査地域の鉄道路線は、JR東海道新幹線、JR横須

賀線、JR湘南新宿ライン、JR山手線及び京急電鉄京急本線である。 

調査地域の各駅の鉄道乗車人員の推移は、表6.1-7に示すとおりである。 

計画地の南側に位置する大井町駅の平成30年度の乗車人員は81,283千人である。平成26年度～

平成30年度の経年変化は、各駅ともに増加傾向となっている。 

表6.1-7  鉄道乗車人員の推移 

駅名 路線名 
乗車人員（千人） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

大井町駅 

 76,406 78,059 79,076 79,999 81,283 

JR 東海道本線 
36,955 37,749 38,044 38,110 38,631 

JR 京浜東北線 

東京臨海高速鉄道 

りんかい線 
14,508 14,876 15,277 15,681 16,172 

東急電鉄大井町線 24,943 25,434 25,755 26,208 26,480 

下神明駅 東急電鉄大井町線 1,339 1,484 1,508 1,519 1,573 

新馬場駅 

京急電鉄京急本線 

2,729 2,859 2,974 3,077 3,047 

鮫洲駅 1,768 1,873 1,908 1,968 2,049 

立会川駅 3,156 3,275 3,345 3,493 3,575 

資料:｢東京都統計年鑑（平成 26 年～平成 30 年）｣（令和 2年 8 月閲覧 東京都ホームページ） 
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図 6.1-4 鉄道路線図 
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6.1.4 土地利用 

(1) 都市計画の状況 

調査地域の用途地域の指定状況は、図6.1-5に示すとおりである。 

計画地は、第一種住居地域及び準工業地域に指定されている。また、計画地周辺は、第一種住

居地域、商業地域、準工業地域等に指定されている。 

 

(2) 土地利用の状況 

品川区における平成31年の地目別土地利用面積は、表6.1-8に示すとおりである。 

品川区では、住宅用地が面積の大部分を占めている。また、田、畑、山林、原野及び池沼は存

在しない。 

計画地の現在の建物用途は、キャッツ・シアター、スポル、保育園、興業施設及び鉄道関連施

設等となっている。また、建物用途別の土地利用現況図は、図6.1-6に示すとおりであり、計画

地周辺の建物用途は官公庁施設、専用工場、倉庫・運輸関係施設等となっている。 

表6.1-8  地目別土地利用面積 

単位:ha 

項目 

区名 

宅 地 
田 畑 山林 原野 池沼 雑種地 

免税点

未満 
総数 

商業 工業 住宅 

品川区 79.91 134.63 936.95 － － － － － 212.74 0.40 1,364.63 

注）平成 31年 1月 1 日現在。 

資料：「東京都統計年鑑（平成 30 年）」（令和 2年 8 月閲覧 東京都ホームページ） 
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図 6.1-5 用途地域図 
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図 6.1-6 土地利用現況図 
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(3) 公共公益施設等の分布状況 

調査地域の教育施設、医療施設、福祉施設等の主な公共公益施設は、表6.1-9(1)、(2)及び図

6.1-7に示すとおりである。 

計画地内には、ひろまち保育園（No.38）が立地している。また、計画地周辺には、あいのも

り保育園（No.39）、小学館アカデミー アトレ大井町保育園（No.56）及びKBC保育園大井町（No.60）

等の福祉施設、しながわ中央公園（No.99）、大井町緑地児童遊園（No.132）等の公園・緑地が立

地している。 

表6.1-9(1) 主な公共公益施設 

区分 № 施設名 区分 № 施設名 

教 幼稚園 1 エトワール幼稚園 福 保育園 43 くりのき保育園 

育  2 小野学園幼稚園 祉  44 こころしながわおおいまち保育園 

機  3 日本音楽学校幼稚園 施  45 そらのいろ保育園 

関 小学校 4 浅間台小学校 設  46 太陽の子南品川保育園 
  5 三木小学校   47 日本音楽学校保育園 
  6 鮫浜小学校   48 さくらさくみらい東大井保育園 
  7 山中小学校   49 まなびの森保育園西大井 
  8 立会小学校   50 おうち保育園おおいまち 
  9 小野学園小学校   51 こどもヶ丘保育園大井町園 
 区立 10 伊藤学園   52 サニーチャイルドにしおおい 
 義務教育 11 品川学園   53 TK チルドレンズファーム東大井校 

 学校 12 豊葉の杜学園   54 さくら大崎保育園 
 中学校 13 大崎中学校   55 めだか保育園 
  14 浜川中学校   56 小学館アカデミー アトレ大井町保育園 
 中高 15 青稜中学校・高等学校   57 たんぽぽ保育所東大井園 
 一貫校 16 小野学園女子中学・高等学校   58 東大井かがやき保育園 
 高等 17 日本音楽高等学校   59 kidsroom にっしー西品川園 

 学校 18 品川エトワール女子高等学校   60 KBC 保育園大井町 
 特別支援学校 19 都立品川特別支援学校   61 保育所ちびっこランド大井町駅前園 
 専修 20 品川介護福祉専門学校   62 大井町えほん保育園 
  21 池見東京医療専門学校   63 しなおおコスモ 

  22 東京健康科学専門学校   64 みらいく東大井園 
  23 東京マックス美容専門学校   65 まほうの保育園東大井 

医

療

施

設 

病院 24 大村病院  児童 66 東大井児童センター 

 25 東京品川病院  センター 67 一本橋児童センター 

 26 大井中央病院   68 大井倉田児童センター 

福 幼保一体 27 二葉すこやか園   69 南品川児童センター 

祉 保育園 28 東大井保育園   70 三ツ木児童センター 

施  29 一本橋保育園  ほっと・ 71 南品川ほっと・サロン 

設  30 大井倉田保育園  サロン 72 大井三丁目ほっと・サロン 

  31 西品川保育園  ボラン 73 品川区社会福祉協議会 

  32 西品川保育園（分園）  ティア等  品川ボランティアセンター 
  33 北品川第二保育園  シルバー 74 関ヶ原シルバーセンター 

  34 品川保育園  センター 75 南品川シルバーセンター 

  35 三ッ木保育園  等 76 大崎ゆうゆうプラザ 

  36 大井保育園   77 大井三丁目ゆうゆうプラザ 

  37 二葉保育園   78 山中いきいき広場 

  38 ひろまち保育園   79 いきいきラボ関ヶ原 

  39 あいのもり保育園  高齢者 80 区立杜松特別養護老人ホーム 

  40 アンジェリカはまかわ保育園  集 合 81 特別養護老人ホーム グランアークみづほ 
  41 大井町のぞみ保育園  住宅等 82 軽費老人ホーム ケアホーム東大井 

  42 キッズガーデン西品川   83 大井林町高齢者住宅（サービス付） 
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表6.1-9(2) 主な公共公益施設 

区分 No. 施設名 区分 No. 施設名 

福 

祉 

施 

設 

高齢者 

集 合 

住宅等 

84 有料老人ホーム ゆりかもめ 公 

園 

・ 

緑 

地 

公園等 

 

 

 

 

126 浜川北公園 
85 有料老人ホーム ファミリアガーデン品川 127 東大井三丁目児童遊園 
86 有料老人ホーム ニチイホーム南品川 128 大井公園 
87 有料老人ホーム グランダ大井町 129 関ヶ原公園 
88 区立高齢者住宅 大井倉田わかくさ荘 130 関ヶ原児童遊園 
89 区立高齢者住宅 カガミハイツ  131 大井駅前公園 
90 区立高齢者住宅 パレスガル   132 大井町緑地児童遊園 

 91 区立高齢者住宅 アツミマンション   133 大井中央公園 
公 公園等 92 百反坂の上広場   134 森下児童遊園 
園  93 大崎西口公園   135 大井二丁目防災活動広場 
・  94 子供の森公園（こども野球場）   136 宮下公園 
緑  95 広町公園   137 やまなか公園 
地  96 西の台公園   138 作守児童遊園 
  97 西品川公園   139 大井倉田児童遊園 
  98 西品川一丁目防災活動広場   140 西大井広場公園 
  99 しながわ中央公園 そ その他 141 品川区役所本庁舎・第二庁舎・ 

第三庁舎・防災センター    （多目的広場・庭球場） の   

  100 三ツ木公園 他  142 品川第一地域センター・ 
区民集会所   101 三ツ木児童遊園    

  102 そよかぜ公園   143 品川第二地域センター・ 
  103 西品川おさんぽ公園    区民集会所 
  104 鎗ヶ崎公園   144 大崎第二地域センター・ 
  105 百反坂下児童遊園    区民集会所 
  106 豊町ちびっこ児童遊園   145 大井第二地域センター・ 
  107 豊町一丁目防災活動広場    区民集会所 
  108 豊町二丁目児童遊園   146 荏原第五地域センター・ 
  109 神明児童遊園    区民集会所 
  110 南五公園   147 東大井区民集会所 
  111 むつみ児童遊園   148 大井町サービスコーナー 
  112 横丁公園   149 品川図書館 
  113 さつき児童遊園   150 二葉図書館 
  114 南品川さくら公園   151 大崎駅西口図書取次施設 
  115 南品川広場公園    （おおさきこども図書室） 
  116 仙台坂公園   152 きゅりあん 

  117 二日市公園    （品川区立総合区民会館） 

  118 南品川六丁目防災活動広場   153 マイスクール浜川 

  119 浅間台公園   154 品川健康センター 

  120 しながわ花海道水辺広場   155 品川保健センター 
  121 鮫浜公園   156 大井保健センター 
  122 東大井二丁目防災活動広場   157 品川区民ギャラリー 
  123 東大井公園   158 品川区国際友好協会 
  124 元芝公園   159 品川区就業センター・ 
  125 桜橋児童遊園    サポしながわ 

注）番号は、図 6.1-7 に対応する。 

資料：「品川区ガイドマップ」（令和元年 7 月 品川区） 

「子ども・教育」（令和 2 年 8月閲覧 品川区ホームページ） 

「施設案内」（令和 2 年 8 月閲覧 品川区ホームページ） 

「学校一覧」（令和 2 年 8 月閲覧 東京都ホームページ） 

「私立学校」（令和 2 年 8 月閲覧 東京都ホームページ） 

「社会福祉施設等一覧」（令和 2 年 8 月閲覧 東京都ホームページ） 

「医療機関名簿 令和元年」（令和元年 9 月 東京都） 
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図 6.1-7 

主な公共公益施設の分布状況 
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6.1.5 水域利用 

調査地域の水域としては、計画地の北方向に目黒川、東方向に京浜運河、南東方向に勝島運河

がある。（図6.1-6（p.33）参照） 

「東京都統計年鑑（平成30年）」（令和2年8月閲覧 東京都ホームページ）によると、品川区に

おける平成30年度の水道及び下水道普及率はともに100％である。 

 
6.1.6 気 象 

計画地の北東約9.4kmに位置する東京管区気象台（千代田区大手町1-3-4）における昭和56年〜

平成22年（1981年～2010年）の平年値と、東京管区気象台を千代田区大手町から北の丸公園（計

画地の北東約9.4km）へ移転した後における平成28年～令和元年（2016年～2019年）の気象観測

結果は、表6.1-10に示すとおりである。 

平成28年～令和元年における年平均気温は15.8～16.5℃、年平均風速は2.8～2.9m/s、年間日

照時間は1,841.7～2,050.9時間、年間降水量は1,430.0～1,874.0mmである。 

平年値との比較では、平均気温は平年値を上回っており、平均風速は平年値とほぼ同じ、日照

時間及び降水量は一部の年を除き平年値を上回っている。 

また、東京管区気象台（北の丸公園）における平成28年～令和元年の風配図は、図6.1-8に示

すとおりであり、最多風向は北北西（NNW）である。 

表6.1-10  気象の状況 

気象要素 平年値 
平成28年 

(2016年) 

平成29年 

(2017年) 

平成30年 

(2018年) 

令和元年 

(2019年) 

平均気温（℃） 年平均 15.4 16.4 15.8 16.4 16.5 

平均風速（m/s） 年平均 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 

日照時間（時間） 年合計 1,876.7 1,841.7 2,050.9 1,966.6 1,909.0 

降 水 量（㎜） 年合計 1,528.8 1,779.0 1,430.0 1,781.5 1,874.0 

注）平年値：1981年～2010年の平均値。 

資料：「気象統計情報」（令和2年8月閲覧 気象庁ホームページ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）千代田区大手町から北の丸公園へ移転した後の結果を使用して作成。 

資料：「気象統計情報」（令和2年8月閲覧 気象庁ホームページ） 

図6.1-8  風配図（東京管区気象台：平成28年～令和元年） 
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6.1.7 関係法令の指定・規制等 

対象事業に係る関係法令の指定・規制等は、表6.1-11(1)、(2)に示すとおりである。 

表6.1-11(1) 関係法令等 

項目 法律・条令 制定年月日 法令番号 

環 境 全 般 

環境基本法 H5.11.19 法律91 

東京都環境基本条例 H6.7.20 都条92 

東京都環境影響評価条例 S55.10.20 都条96 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 H12.12.22 都条215 

公 

害 

防 

止 

大気汚染 

大気汚染防止法 S43.6.10 法律97 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域 

における総量の削減等に関する特別措置法 
H4.6.3 法律70 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 H17.5.25 法律51 

悪 臭 悪臭防止法 S46.6.1 法律91 

騒 音 

振 動 

騒音規制法 S43.6.10 法律98 

振動規制法 S51.6.10 法律64 

騒音に係る環境基準について H10.9.30 環告64 

水質汚濁 

水質汚濁防止法 S45.12.25 法律138 

下水道法 S33.4.24 法律79 

水質汚濁に係る環境基準について S46.12.28 環告59 

東京都下水道条例 S34.12.28 都条89 

土壌汚染 

土壌汚染対策法 H14.5.29 法律53 

土壌の汚染に係る環境基準について H3.8.23 環告46 

東京都土壌汚染対策指針 H22.3.30 都告407 

地    盤 

水 循 環 

工業用水法 S31.6.11 法律146 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律 S37.5.1 法律100 

水循環基本法 H26.4.2 法律16 

東京都雨水浸透指針 H13.7.31 都告981 

品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 H25.3.29 区綱69 

廃 棄 物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 S45.12.25 法律137 

循環型社会形成推進基本法 H12.6.2 法律110 

資源の有効な利用の促進に関する法律 H3.4.26 法律48 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 H12.5.31 法律104 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 H7.6.16 法律112 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 H12.6.7 法律116 

東京都廃棄物条例 H4.6.24 都条140 

品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 H11.12.10 品条24 

日  影 
建築基準法 S25.5.24 法律201 

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 S53.7.14 都条63 

景   観 

景観法 H16.6.18 法律110 

東京都景観条例 H18.10.12 都条136 

品川区景観条例 H22.7.8 品条31 

 
 
 



 

- 39 - 

表 6.1-11(2) 関係法令等 

項目 法律・条令 制定年月日 法令番号 

文 化 財 

文化財保護法 S25.5.30 法律214 

東京都文化財保護条例 S51.3.31 都条25 

品川区文化財保護条例 S52.3.30 品条18 

温暖化防止 

地球温暖化対策の推進に関する法律 H10.10.9 法律117 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 S54.6.22 法律49 

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する 

事業活動の促進に関する臨時措置法 
H5.3.31 法律18 

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 S63.5.20 法律53 

土 地 利 用 
都市計画法 S43.6.15 法律100 
国土利用計画法 S49.6.25 法律92 

自 然 保 護 

自然環境保全法 S47.6.22 法律85 

東京における自然の保護と回復に関する条例 H12.12.22 都条216 

品川区みどりの条例 H6.3.30 品条19 

そ の 他 
東京都駐車場条例 S33.10.1 都条77 

品川区対象区域における特定工場の緑地面積率等に関する条例 H24.12.10 区条56 
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6.1.8 環境保全に関する計画等 

東京都の環境保全に関する計画等は表6.1-12(1)～(4)に、品川区の環境保全に関する計画等は

表6.1-13(1)～(6)に示すとおりである。 

表6.1-12(1)  東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

「未来の東京」戦略ビジョン 

（令和元年12月） 

「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世界をリードする」「美しい」「楽

しい」「オールジャパンで進む」東京をつくり上げていくことをベースに、

2040年代に目指す東京の姿として20の「ビジョン」を提示している。 

・誰もが集い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在する東京 

・水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京 

・災害の脅威から都民を守る強靭で美しい東京 

・高度な都市機能を維持・更新し、人が集い、憩う東京 

・スポーツが日常に溶け込んでいる、スポーツフィールド・東京 

ゼロエミッション東京戦略 

（令和元年12月） 

2050年までに「世界のCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション

東京」の実現を目指す」という東京都のビジョンを明確にするとともに、

その実現に向けたアクションを起こしていくための戦略。 

今後、東京都が実行すべき具体的取組とロードマップを示している。 

都市づくりのグランドデザイン 

－東京の未来を創ろう－ 

（平成29年9月） 

「都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラ

ン～（平成28年12月）」の下、「セーフシティ」「ダイバーシティ」「スマ

ートシティ」の実現に向けて、目指すべき都市の姿や戦略を明らかにす

ることに主眼を置いている。目標時期は2040年代である。 

都市づくりの目標として「活力とゆとりのある高度成熟都市」～東京

の未来を創ろう～を掲げている。 

新たな地域区分として4つの地域区分と2つのゾーンを設定しており、

計画地は、国際的なビジネス・交流機能や業務・商業などの複合機能を

有する「中枢広域拠点域」のうち、国際的なビジネス・交流機能の強化

とその持続的な更新が図られている「国際ビジネス交流ゾーン」に該当

する。 

2040年代の将来像の実現に向けて、以下の取組を進めている。 

01 様々な主体の参画・連携による都市づくり 

02 計画や方針の策定等による政策誘導型の都市づくり 

03 分野横断の考えに基づくプロジェクト型の都市づくり 

04 未来を担う次世代に引き継ぐ 

都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針（都市計画区域マスター

プラン） 

（平成26年12月） 

「東京の新しい都市づくりビジョン」の将来像の実現に向けて、都市

計画の目標（都市の将来像）、区域区分（線引き）、主要な都市計画の決

定の方針を明らかにすることを目的としている。 

計画地は、「センター・コア再生ゾーン」に区分されており、その将来

像は以下のとおりである。 

・国際的なビジネスセンター機能の強化と魅力や活力ある拠点の形成 

・都市を楽しむ良質な居住環境の創出 

・世界で最も環境負荷の少ない都市の実現 

・水と緑の回廊で包まれた都市空間の創出 

・歴史と文化をいかした都市空間の形成 
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表6.1-12(2)  東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都環境基本計画 

（平成28年3月） 

「東京都長期ビジョン」において示した環境政策をさらに進化・発展

させ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据

え、環境政策と経済成長を両立させた「世界一の環境先進都市・東京」

の将来像やこれを目指した政策展開を明らかにするため、新たな環境基

本計画を策定している。 

新たな計画の位置付けとして、 

◆東京2020大会を契機に、持続可能な都市実現への取組をレガシーと

して継承 

◆都の総力を挙げて取り組むとともに、都民、事業者等と連携して政

策展開 

を掲げている。政策展開の視点は、最高水準の都市環境の実現、サステ

ナビリティ、連携とリーダーシップとし、政策の柱として以下の5つを挙

げている。目標年次は2020年と2030年である。 

政策1：スマートエネルギー都市の実現 

政策2：3R・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 

政策3：自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承 

政策4：快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保 

政策5：環境施策の横断的・総合的な取組 

東京都住宅マスタープラン 

（平成29年3月） 

都の住宅政策である「生涯にわたる都民の豊かな住生活の実現」と「ま

ちの活力・住環境の向上と持続」が目指す方向に沿って、以下の8つの目

標を設定し、その実現に向けて取り組む。 

◆住まいにおける子育て環境の向上 

◆高齢者の居住の安定 

◆住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定 

◆良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現 

◆安全で良質なマンションストックの形成 

◆都市づくりと一体となった団地の再生 

◆災害時における安全な居住の持続 

◆活力ある持続可能な住宅市街地の実現 

緑の東京計画 

（平成12年12月） 

おおむね50年後における東京の緑の望ましい将来像を見据えて、取り

組むべき緑づくりの目標と施策の方向などを明らかにしている。 

ゾーン別施策の展開として、都心ゾーンでは、既成市街地の再開発な

どにより生み出される公開空地の効果的な確保による緑地の創出、建物

の建替え時などの屋上緑化の推進、都市内河川などの公共空間の緑化の

推進を主な施策の方向としている。 

東京地域公害防止計画（第9次） 

（平成 24 年 3 月） 

「環境基本法」第 17 条に基づいて策定された計画であり、公害防止及

び環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

している。目標年度は平成 23年度から平成 32年度までの 10年間であり、

特に重点的に解決を図るべき主要課題として、「東京湾の水質汚濁」、「横

十間川のダイオキシン類汚染」の 2 つの項目について、達成目標及び講

じる施策を示している。 

みどりの新戦略ガイドライン 

（平成18年1月） 

 東京にみどりの拠点と軸を形成し、みどり豊かな風格都市・東京を実

現していくため、公共や民間によるみどりづくりを誘導していく指針と

して策定しており、みどりづくりの目標として、以下の 3 つを掲げてい

る。 

①：将来（2025 年）のみどりの量の目標を示す（区部の目標は現況の

みどり率を 2 割増）。 

②：東京のみどりの質の向上を図る。 

③：東京にみどりの拠点と軸を示し、みどりのネットワークの形成を 

  めざす。とりわけ、都市施設を骨格として、周辺のまちづくりと   

  一体となった「環境軸」を形成し、快適な都市環境を創出する。 
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表6.1-12(3)  東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京が新たに進めるみどりの取組 

（令和元年5月） 

都市づくりのグランドデザインで掲げた「東京の緑を、総量としてこ

れ以上減らさない」ことを目標とする。また、東京が新たに進めるみど

りの取組として4 つの方針と主要施策を設定している。 

方針Ⅰ：拠点・骨格となるみどりを形成する 

方針Ⅱ：将来にわたり農地を引き継ぐ 

方針Ⅲ：みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

方針Ⅳ：特色あるみどりが身近にある 

在来種選定ガイドライン 

（平成26年5月） 

東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」

を高める施策を進めており、その地域に自然に分布している植物（以下

「在来種」という。）を増やすことで、在来の生きものの生息場所を拡大

する取組を行っている。本ガイドラインは、都民や事業者が緑化をする

際に参考となるものとして作成されている。 

東京都自動車排出窒素酸化物及び

自動車排出粒子状物質総量削減計

画 

（平成25年8月） 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域におけ

る総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、これまでの都の取組を

踏まえつつ、自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減にかか

る各種対策を国、都、特別区、市、町、事業者、都民が連携し、総合的

かつ強力に推進することを目的として策定している。 

計画の目標として、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質にかかる環境基準

を平成32年度までに全ての測定局で達成することとしており、目標を達

成するために、単体対策、交通量対策、交通流対策、局地汚染対策の推

進、普及啓発活動の推進等を掲げている。 

東京都資源循環・廃棄物処理計画 

（平成28年3月） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく法定計画であり、「東

京都環境基本計画」に基づき、都の廃棄物行政の基本的な方向を示すも

のである。計画期間を平成28年度～平成32年度の5年間として策定してい

る。計画の基本的考え方として、2030年に向けて東京の資源循環・廃棄

物処理が目指すべき姿、多様な主体との連携を掲げ、5つの計画目標と6

つの主要な施策を示している。 

計画目標1：資源ロスの削減 

計画目標2：「持続可能な調達」の普及 

計画目標3：循環的利用の推進と最終処分量の削減 

計画目標4：適正かつ効率的な処理の推進 

計画目標5：災害廃棄物の処理体制 

施策1：資源ロスの削減 

施策2：エコマテリアルの利用と持続可能な調達の普及の促進 

施策3：廃棄物の循環的利用の更なる促進（高度化・効率化） 

施策4：廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上 

施策5：健全で信頼される静脈ビジネスの発展 

施策6：災害廃棄物対策 

東京都建設リサイクル推進計画 

（平成28年4月） 

本計画は、都内における建設資源循環の仕組みを構築するとともに、

本計画に基づき、都内の建設資源循環に係る全ての関係者が一丸となっ

て、計画的かつ統一的な取組を推進することにより、環境に与える負荷

の軽減とともに、東京の持続ある発展を目指すため策定するものである。

公共・民間の区別なく、都内で行われる様々な行為の一連の過程におい

て、建設資源の循環利用等を促進することを対象としている。 

本計画では、国の計画及び関東地域の計画における目標年度である平

成30年度末及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催年

までの平成32年度末までに達成すべき目標値を定める。 

東京都建設リサイクルガイドライ

ン（民間事業版） 

（令和2年4月） 

本ガイドラインは、「東京都建設リサイクル推進計画」（以下、「推進計

画」）に基づき策定するものである。 

「推進計画」で掲げている戦略を着実に推進するため、民間事業者に

対して建設資源循環に関する各種の施策の実施方法について情報を提供

し、建設リサイクルの推進への積極的な取組について協力を要請するも

のである。 
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表6.1-12(4)  東京都の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都建設泥土リサイクル指針 

（平成30年4月） 

本指針は、建設泥土の発生抑制、自ら利用、工事間利用等をより一層

促進するために策定するものである。 

本指針は、「東京都リサイクルガイドライン」と都関連工事発注関係機

関が定める基準類との中間に位置するものである。 

東京都景観計画 

（平成19年4月[平成30年8月改定]） 

「景観法」及び東京都景観審議会の答申「東京における今後の景観施

策のあり方について」（平成18 年１月）を踏まえ、都民や事業者、区市

町村等と連携・協力しながら、美しく風格のある首都東京を実現するた

めの具体的な施策を示している。 

東京では、街並みが区市町村の区域を越えて連担しており、また、首

都としての景観形成が重要であることから、景観法に定める考え方に以

下の事項を加えたものを計画の基本理念としている。 

1.都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

2.交流の活発化・新たな産業の創出による東京の更なる発展 

3.歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 
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表 6.1-13(1)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

品川区長期基本計画 
令和2（2020）年度～ 

令和11（2029）年度 
（令和2年4月） 

 環境の変化と普遍の価値を踏まえて、将来のあるべき品川区を実現
するために、区民と区との共同指針として、「品川区基本構想」を策定
している。基本構想では「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」
をめざして、以下の5つの都市像を掲げている。 
①だれもが輝くにぎわい都市 
②未来を創る子育て・教育都市 
③みんなで築く健康・福祉都市 
④次代につなぐ環境都市 
⑤暮らしを守る安全・安心都市 

 この長期基本計画は、「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」の
さらなる実現に向け、今後10年間にわたる区政の課題を明らかにし、
将来に向けた区の方針と取り組みを示している。 

品川区環境基本計画 

みんなで創り育てる環境都市 

平成 30（2018）年度～ 

平成 39（2027）年度 

（平成30年3月） 

 この計画は、区の環境行政に関わる基本方針を定める計画として、
環境の視点から目指す将来像と指針を示すものであり、各取り組みの
方向性や具体的な内容を示し、区民・事業者・区が一体となって取り
組むための手引きとしても位置付けられるものである。更に、優先的
に取り組む重点プロジェクトを設定し、より具体的で効果的な取り組
みを推進していくものである。期間は平成30（2018）年度から平成39
（2027）年度とし、将来像『みんなで創り育てる環境都市』を目指し
て、以下の5つの基本目標と1つの共通目標を掲げ、各目標に目指す方
向性を定めている。 
基本目標1「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する 

（地球温暖化対策） 
(1) 地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する 
(2) エネルギーの使用を削減する 
(3) エネルギーの低炭素化を図る 
(4) 気候変動に適応する取り組みを推進する 
(5) 地球温暖化対策に関する情報を共有する 

基本目標2「持続可能な循環型都市」を実現する（資源循環） 
(1) ごみの発生抑制を推進する 
(2) 資源リサイクルを推進する 
(3) 情報提供と区民参加を推進する 
(4) 適正処理を推進する 

基本目標3「水とみどりがつなぐまち」を実現する（自然環境） 
(1) 水とみどりを守り育てる 
(2) 水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる 
(3) 品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす 
(4) みんなで水とみどりを育む 

基本目標4「すこやかで快適な暮らし」を実現する（生活環境） 
(1) すこやかな暮らしを守る 
(2) 建物の環境配慮を推進する 
(3) 人にやさしい地域づくりを目指す 

基本目標5「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する（文化環境） 
(1) 歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる 

共通目標 「日常的に実践する人」を育てる 
（環境教育・環境コミュニケーション） 

(1) 環境情報を発信する 
(2) 環境学習・体験を推進する 
(3) 協働により環境活動を推進する 
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表 6.1-13(2)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

品川区まちづくりマスタープラ
ン －輝く笑顔 住み続けたい
まち しながわ－ 

（平成25年2月） 

「品川区基本構想」を上位計画とする品川区のまちづくりの基本計
画であり、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な
方針」に該当し、品川区の都市計画の基本的な方針を示すものである。
さらに、品川区住宅基本条例第6条第1項に基づく「住宅政策に関する
基本計画」にも該当し、住生活基本法に基づく住生活基本計画（都道
府県計画）である「東京都住宅マスタープラン」を踏まえ、住生活に
関する基本方針を示すものである。 
【「品川区基本構想」に掲げる将来像】 

輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ 
【8つのまちづくりの目標】 
(1) 魅力的で活力とにぎわいのある市街地の維持・発展 
(2) 災害に強く安全性の高いまちの構築 
(3) すべての人にやさしい便利で安全な交通・歩行環境の整備 
(4) 水とみどり豊かなやすらぎとうるおいのある都市空間の保全・ 

再生 
(5) 魅力ある都市景観の創出と歴史ある景観資源の保全・活用 
(6) 環境負荷が低くエネルギー効率の高い市街地の形成 
(7) 誰もが安心し快適で暮らしやすい住環境の整備 
(8) 自主・自立・協働のまちづくりの推進 

【7つの分野別整備方針】 
(1) 土地利用と開発誘導の基本方針 
(2) 防災まちづくりの整備方針 
(3) 都市基盤の整備方針再生 
(4) 水とみどりの整備方針 
(5) 都市景観の整備方針 
(6) 環境まちづくりの基本方針 
(7) 住まいと住生活の基本方針 
分野別整備方針の中で環境分野に係るものは以下のとおりである。 
≪(4) 水とみどり≫ 

・うるおいとやすらぎのある都市空間の形成 
・防災性の向上に資する都市緑化 
・品川らしさを備えた多様なみどりの活用 
・区民と行政が一丸となった水とみどりの育成 

≪(5) 都市景観≫ 
・歴史あるまちの景観の再生と活用 
・やすらぎを感じる水辺・みどり環境の保全と整備 
・生活に密着した住宅景観の保全と誘導 
・活力に満ちた賑わいや調和のとれた景観の創出 
・新たなまちの景観の整備と誘導 

≪(6) 環境まちづくり≫ 
・低炭素型都市の構築 
・環境負荷の少ない交通システムの整備 
・ヒートアイランド現象の抑制 
・環境配慮型の住まいと住まい方の促進 

 計画地が位置する「大井地区」のまちづくりの目標は以下のとおり
である。 
【大井地区のまちづくりの目標】 
 ・「懐かしさ」と「新しさ」が感じられる品川区の中心拠点エリア 
 ・市街地の骨格形成と防災まちづくりを支える都市基盤整備 
 ・職住近接で安全・安心・快適に住み続けられる住環境 
 ・水とみどりによる快適空間 

なお、大井町駅周辺地区のまちづくり方針として「都市活性化拠点
にふさわしい商業・文化機能の息づくまちづくりを推進する」が掲げ
られている。 
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表6.1-13(3)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

新・水とみどりのネットワーク構
想 

（平成20年5月） 

 目標像を「水とみどりがつなぐまち」と定め、区民、事業者、区が
連携して「水とみどりのネットワーク」が担うべき4つの機能の更新、
充実を図っていくとしている。 
≪4つの機能≫ 

① 観光・交流（にぎわいまちづくり） 
緑の持つ多様な機能を活用し、変化に対応した余暇時間を確保
する。 

② 環境（環境との共生） 
人と環境が共生する都市環境を確保する。 

③ 景観・アメニティ（伝え、創り、育てる） 
多様性や四季の変化のある美しい景観を形成する。 

④ 防犯・防災（自分で守る） 
災害防止、避難地・救援活動拠点等の機能により、都市の安全
性を確保する。 

 また、区内を 5 つの地区に分け、各地区の施策の方向性を示してお
り、計画地が位置する「品川地区」では、整備済みの水辺や公園・緑
地の利活用やそれに携わるボランティアの育成等、既存の資源を活か
すためのソフト面の充実が重要としている。また、地区の特徴である
河川・運河に親水護岸の整備を進め、既存の公園・緑地を結ぶネット
ワークを充実させる必要があるとしている。 

水とみどりの基本計画・行動計画 
－水とみどりがつなぐまち－ 

（平成24年6月） 
行動計画の一部見直し 

（平成29年6月） 
 

 「新・水とみどりのネットワーク構想」で示された方針を受け、よ
り具体的な数値目標を定め、平成24（2012）年度から平成33（2021）
年度の10年間を計画期間とし、必要に応じ見直しを行い、行動計画に
ついては、5年ごとに実施している「水辺とみどりの実態調査」にあわ
せ、計画の進捗の確認を行うものとしている。 
 この計画では「新・水とみどりのネットワーク構想」の将来像を継
承する。 
【将来像】水とみどりがつなぐまち 
【4つの基本方針とそれぞれの施策】 
 方針1：区民の安全や生き物の命を支える水とみどりを守り育てる 

(1) 防災に役立つ水とみどりの整備・活用 
(2) 広域的な環境を支える水とみどりの保全・創出 
(3) 水質の改善 
(4) 都市における生物多様性への配慮 

 方針2：水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる 
(1) 水とみどりに親しめる環境の整備 
(2) 身近な公園・緑地の整備 

 方針3：品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす 
(1) 歴史・文化を伝える資源の保全・活用 
(2) 品川を特徴づける景観づくり 
(3) 特色ある公園づくり 
(4) 水とみどりを活かしたにぎわいづくり 

 方針4：区民と行政が一丸となって水とみどりを育む 
(1) 水とみどりの意識啓発 
(2) 水とみどりを守り育てる人の育成 
(3) 水とみどりを守り育てる活動の支援 

【計画の目標】 
 ■みどりに関する目標 
  ・みどり率を22.6％とする 
 ■水辺に関する目標 
  ・水辺に親しめる空間を5箇所以上整備・開放する 
 計画地が位置する「品川地区」は、品川の顔となる水とみどりの資
源を活かし、にぎわいの創出や地域の魅力の向上に取り組むとともに、
目黒川軸および臨海軸の機能強化と、市街地の防災の向上を進めると
し、その実現に向けての方針等を示している。 
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表6.1-13(4)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

しながわ景観ガイドプラン 
（平成17年6月） 

 地域の個性や文化的な特色の根ざしたまち並をより魅力的にするた
めの基本的な指針を定めている。 
≪基本目標≫ 
 品川区の歴史・自然・文化的景観を後世まで伝え、さらに東京の表
玄関となる都市の景観を創りだし区民が愛着を感じるふるさと「しな
がわ」を育てる 
≪7 つの基本方針≫ 
 ① 歴史あるまちの景観の再生と活用 
 ② 安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 
 ③ 生活に密着した住宅景観の保全と誘導 
 ④ 活力に満ちたにぎわい景観の保全と創出 
 ⑤ 新しいまちの景観の整備と誘導 
 ⑥ 景観ネットワークづくりと活用 
 ⑦ 区民、事業者、区の協働による景観づくり 
 また、品川区全域の施策方向及び区を 18 の地区に区分した地区別の
施策の方向が定められており、計画地は、「大井町駅周辺地区」（都市
活性化拠点形成ゾーン）に属し、施策の方向として、「区の顔となる都
市景観の形成」を掲げている。 

品川区景観計画 
（平成23年1月） 

 「みんなで 伝え 創り 育てる」を基本理念とし、景観を構成す
る4つの要素「歴史・文化」、「自然」「生活」、「新たなまちづくり」に
基づいて景観形成を推進するとしている。 
≪景観まちづくりの5つの基本方針≫ 
 ① 歴史あるまちの景観の再生と活用 
 ② 安らぎを感じる水辺・緑環境の保全と整備 
 ③ 生活に密着した住宅景観の保全と誘導 
 ④ 活力に満ちたにぎわい景観の保全と創出 
 ⑤ 新しいまちの景観の整備と誘導 

以上の 5 つの基本方針を踏まえ、良好な景観形成を図るため、市街
地区分及び重点地区の区域設定を行い、区域区分ごとに景観形成の目
標及び方針を示している。計画地は「住宅等市街地」に該当し、景観
形成の方針は以下のとおりである。 
・街の中で緑の潤いを感じられる住宅地景観の形成 
・景観資源を活かした景観の形成 
・周辺からの見え方や近隣の街並みとの調和への配慮 
・商店街での賑わいの連続性の確保 
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表6.1-13(5)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

品川区地球温暖化対策地域 
推進計画 

（平成22年3月） 

 かけがえのないまちを、良好な環境のまま、将来の世代に引き継い
でいくためには、区民・事業者・区が、それぞれの役割を自覚し、二
酸化炭素の排出が少ないライフスタイルや事業活動に転換するなど、
環境に配慮した行動を起こすことが重要。さらに、行動を持続させる
ことにより、社会そのものを根本的に低炭素化させることが将来の目
標となる。このような地球温暖化対策に関する基本的な考え方を各主
体が共有して取り組むため、地球温暖化を防止する将来像を「二酸化
炭素の排出を抑制したクールシティしながわ」と定めている。 

計画期間は 2010（平成 22）年度～2020（平成 32）年度までとしてい
る。さらに、削減目標として、二酸化炭素排出量を 25％削減すること
を目指し、2020（平成 32）年を通過点とした取り組みを強化すること
としている。 
 また、地球温暖化対策は、4 つの「取り組み方針」と各具体的な「取
り組み」を以下のとおり設定している。 

① すべての区民が行動します 
(1) 省エネに向けた日常生活の見直し 
(2) 住まいの省エネ化 

② すべての事業者が行動します 
(1) 事業活動の共通取り組み 
(2) 事務所ビルでの対策 
(3) 店舗等での対策 
(4) 工場や建設現場等での対策 

③ 区は区民・事業者の取り組みを支援します 
(1) 区民の行動に対する区の支援策 
(2) 事業者の行動に対する区の支援策 

④ 区は率先して行動します 
(1) 公共施設での環境配慮 
(2) 職員の意識啓発と区民・事業者への情報提供 
(3) 契約などにおける環境配慮 
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表6.1-13(6)  品川区の環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

品川区一般廃棄物処理基本計画
（第3次） 

（平成25年3月） 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条に基づき、区
に策定が義務づけられている法定計画であり、区の一般廃棄物の処理
に関する基本的な事項について定める基本計画であり、計画期間は平
成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間としている。 

区は、区民・事業者と一体になり、「もったいない」精神を共有し、
ごみの減量化と資源化に取り組み、「低炭素社会」や「自然共生社会」
にも寄与する「循環型社会」を構築し、持続可能な社会「循環型都市
しながわ」の実現を目指すものとしている。 

「循環型都市しながわ」を実現するため、以下の 4 つの基本方針と
施策の方向性が掲げられている。 

基本方針 1：発生抑制の推進 
(1) 家庭ごみの発生抑制 
(2) 事業系ごみの発生抑制 
(3) 再使用の推進 

基本方針 2：リサイクルの推進 
(1) 区民の自主的な活動の支援 
(2) 区の資源回収事業の推進 
(3) 事業系リサイクルの推進 

基本方針 3：情報提供と区民参画の推進 
(1) 子どもを対象とした環境教育 
(2) 区民・事業者を対象とした環境教育 
(3) 環境情報の積極的な発信 
(4) 区民参画の推進 

基本方針 4：適正処理の推進 
(1) 家庭ごみの適正排出の推進 
(2) 事業系ごみの適正排出の推進 
(3) 地域における適正排出の推進 
(4) 効率的で環境負荷の少ない収集体制 

 また、数値目標として、平成 34 年度の資源化率 31％を目指している。 

品川区分別収集計画 
第9期/令和2年度～令和6年度 

（令和元年6月） 

 「容器包装リサイクル法」第 8 条に基づいて、一般廃棄物の大半を
占める容器包装廃棄物を分別収集し、一般廃棄物の削減や資源の有効
利用を図り、循環型社会の形成を目指すものである。 
 3 つの基本的方向と計画期間は以下のとおりである。 
(1) 区民、事業者、行政が主体的にそれぞれの役割と責任を分担し

ながら、資源循環型社会の形成を目指す 
(2) 生産、流通、消費、最終処分の各段階における、ごみの発生抑

制や資源の回収を促進する 
(3) 全ての関係者が一体となって容器包装廃棄物のリサイクルを積

極的に推進する 
計画期間：令和 2 年 4 月から 5 年間（3 年ごとに改定） 
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